
［意見提出用紙］

（提出先：津山市議会事務局または加茂支所・勝北支所・久米支所・阿波出張所）

津山の地酒によるおもてなしとその普及を促進する条例（案）に対する意見

標記の案について、次のとおり意見を提出します。

郵便番号・住所（※必須） 電話番号（※必須）
年代（※必須）

□１０代未満

□１０代 □６０代

□２０代 □７０代

□３０代 □８０代

□４０代 □９０代以上

□５０代

氏 名（※必須） 所属

意見提出者の区分（※必須）

１ 津山市内に住所がある方

２ 津山市内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体

２ 津山市内の事務所または事業所に勤務する方

３ 津山市内の学校に在学する方

４ 意見募集と対象となる事業に利害関係のある方

メールアドレス

【意見記入欄】（※必須）

ご意見の対象が条例文のどの箇所であるか等を明記してご記入ください。

欄が足りない場合は別紙にご記入ください。


